
裏 面 に セ ミ ナ ー 概 要 が ご ざ い ま す

WEB会議アプリ「Zoom」を使用

4/22 16:00〜17:30金

講師

開催日程

セミナーの主な内容

1. パワーハラスメントに関する法制度

2. パワーハラスメントの定義

3. 心理的安全性とパワーハラスメント

4. パワーハラスメントと言われないコミュニケーション術

人材育成責任者様・ご担当者様 または職場のハラスメント問題に悩む管理職の方4/20
（水）

申 込 期 限 https://www.aand.co.jp/event/WEBよりお申し込み

対象者

50名様
※但し、定員に達した場合には、その時点で申込み締め切りとさせて頂きますので、予めご了承下さい。

定 員

【略歴】
学校教員、団体職員を経て社会人教育の道へ。
中堅中小企業から大企業まで様々な従業員規模の
企業に対する人材育成や学校法人における人材育成
に従事。現在は、若手～中堅社員、新任管理職向け
の各種研修やセミナーを担当する。

株式会社アクティブ アンド カンパニー
HRプロフェッショナルサービス事業部
人材開発グループ
伊達 裕史

参加費

無料

セミナーコンセプト

4/22(金) 16:00〜

『パワハラ』と言われるその前に

パワハラと言われないコミュニケーション術

2022年4月より例外なく全企業にパワハラ防止法が適用

となります。パワーハラスメントが起きない職場づくりに向け

た法制度の概要を確認するとともに、『パワハラ』と言われ

ない働きかけ方（問いかけ方）について解説致します。

先着50名
限定

無料体験
セミナー
オンライン開催

※2022年2月22日に実施した無料セミナー

『ハラスメント防止教育の3つのポイント』と一部内容が重複します



【個人情報の取り扱いについて】
本セミナーは、ご入力いただいた個人情報の提供に同意いただける方のみ申し込みを受け付けます。
ご入力いただいた個人情報は、当社の個人情報保護方針に基づき、適正にお取り扱いいたします。（お問い合わせ先：privacy@aand.co.jp）
【お問い合わせ先】
株式会社アクティブアンドカンパニー セミナー事務局
〒102-0074 東京都千代田区九段南3-8-11 飛栄九段ビル5階 【TEL】03-6231-9505 【FAX】03-6231-9506 【e-mail】aac-seminar@aand.co.jp 担当：山川

「なぜできないんだ？」と「なぜ」を多用していませんか？

対象者

開催日程

開催方法

定員

参加費 無料

申込方法

期日

2022年4月20日（水）18時までに、WEBにてお申し込み下さい。

※但し、定員に達した場合には、その時点で申し込み締め切りとさせていただきますので、予めご了承下さい。

注意事項
WEBセミナーのため、会場へご来場いただく必要はございません。

• 1社につき2名様までのお申し込みとさせていただきます。
• 今回は体験会につき、ご参加の皆さまに実際に体感していただく内容も含んでいます。
• 弊社判断により競合サービス取り扱い企業様のご参加をお断りさせていただく場合がございますので、予めご了承ください。

WEBもしくはメールにて参加希望するセミナーにお申し込み

お申し込み完了後、ご入力いただいたメールアドレスへお申し込み完了メールが届きます

ブラウザ環境またはZoomアプリをダウンロード（https://zoom.us/download）

アプリをダウンロードしなくても、ブラウザ環境でもセミナーを視聴することができます

セミナー開催前日に、接続方法やWEB会議URLをメールにてご案内

接続方法や動作確認、セミナー視聴に向けての準備や注意事項についてご連絡いたします

セミナーのアクセス開始時刻になりましたら、WEB会議URLからZoomを起動

前日にお送りしたURLを押下し、ログインしてください ※インストール済みであれば、URL押下後、自動起動します

Zoom起動後、氏名をフルネームで入力し、ミーティングに参加
セミナー入室の際はオーディオ参加、ビデオON・音声ONでお願いいたします

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

STEP 5

お申し込みから受講までのSTEP

人事ご責任者様・ご担当者様または職場のハラスメント問題に悩む管理職の方

WEBアプリ Zoom を使用（ブラウザ環境・アプリダウンロードともに無料です）

※接続方法や視聴用URLはお申し込み後、開催日の前日にご連絡させていただきます。

2022年4月22日（金）

WEB会議室への入室開始：15:45 / 開始 16:00 ～ 終了 17:30（予定）

50名様

2020年6月にまずは大企業を対象に通称「パワハラ防止法」が適用され、パワーハラスメントに関する措置を講じる

義務が課されるようになりました。また、2022年4月からは中小企業も対象となり、国内で事業を営むすべての企業が

パワーハラスメント防止に関して策を講じなければなりません。

一方で、ハード面ではすでに種々対応されていらっしゃる企業も多いかと思いますが、ソフト面は、一朝一夕で解決する

問題でもございません。本セミナーでは、パワーハラスメントと言われないためのコミュニケーション術について、解説致します。

開催概要


